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１－１ 立地適正化計画とは 
佐賀市立地適正化計画は、都市再生特別措置法第８１条１項に基づき策定するものです。 

本計画は、人口減少や少子・高齢化が進む中でも、都市全体の都市機能や居住の誘導、公共交

通等の充実を図ることにより、将来にわたり持続可能なまちづくりを実現するためのものであり、主

に次の事項を定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

１ 立地適正化計画について 

【立地適正化計画の記載事項】 

①立地適正化計画の区域 
都市計画区域全体が立地適正化計画区域となるため、本市においてはおおむね長崎自動

車道以南が計画区域となります。立地適正化計画においては、都市計画区域内の市街化区
域内に居住誘導区域と都市機能誘導区域を定めます。 

②立地適正化計画に関する基本的な方針 
計画により目指すべき将来の都市像を示します。 

③居住誘導区域 
人口減少の中にあっても一定のエリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サービ

スやコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域を示します。 

④都市機能誘導区域 
医療・福祉、商業等の都市機能を都市の拠点に誘導し集約することにより、これらの各種サ

ービスの効率的な提供が図られるよう定める区域を示します。 

⑤誘導施設 
都市機能誘導区域ごとに、地域の人口特性、施設の充足状況や配置を勘案して、立地を誘

導すべき施設を示します。 

⑥誘導施策 
居住や都市機能の誘導を図るために必要な施策を示します。 

⑦防災指針 
居住誘導区域等での災害リスクを分析し、リスクの回避・低減に必要となる取組等を示しま

す。 

⑧目標値の設定・評価方法 
施策等の達成状況と効果を評価・分析するための目標値を示します。 

立地適正化計画区域＝都市計画区域 

市街化区域 

居住誘導区域 

都市機能誘導区域 
※拠点毎に設定 

誘導施設 
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１－２ 届出制度とは 
佐賀市では令和６年４月に立地適正化計画を公表することから、都市再生特別措置法第８８

条、第１０８条及び第１０８条の２の規定により、以下の行為を行おうとする者は、行為に着手する日

の３０日前までに市長への届出が必要となります。 
●居住誘導区域外で一定規模以上の住宅の開発行為・建築等行為を行う場合 

●都市機能誘導区域外で誘導施設の開発行為・建築等行為を行う場合 

●都市機能誘導区域内に立地する誘導施設を休止または廃止する場合 

 

１－３ 届出制度の目的 
都市機能誘導区域内外における誘導施設の立地動向や休廃止の動き、居住誘導区域外にお

ける開発行為等の動きを把握し、持続可能なまちづくりを目指すため、今後の誘導施策の検討に

役立てるものです。 

 

１－４ 留意事項 
●届出を怠った場合の措置 

必要な届出をしていない場合は、佐賀市が届出を求めることがあります。 

●届出に対する法的措置（罰則） 

届出をしないで、又は虚偽の届出をして開発行為等を行った場合は、３０万円以下の罰金

に処せられることがあります（都市再生特別措置法第１３０条）。 

●宅地建物取引業法に基づく重要事項説明 

届出義務に関する規定は「宅地建物取引業法第３５条重要事項の説明等」の対象となりま

す。 
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【届出申請の流れ】 
届出対象の開発行為や建築等行為を行おうとする場合は、行為に着手する日の 30 日前までに、

届出に必要な書類を作成し、都市政策課へ提出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 法令上、立地適正化計画の届出と開発許可申請や建築確認申請との前後関係の定めはありま

せんが、届出の主旨が立地の誘導であることから、開発許可申請や建築確認申請に先立つ届

出をお願いします。 

 

■住宅に関する届出の要否 

  

３戸以上の住宅（戸建住宅・共同住宅等）の開発・建築等行為ですか？ 

居住誘導区域内ですか？ ※P２－５参照 

届出が必要 
※行為に着手する 30 日前まで ※P２－４参照 

１戸又は２戸の住宅建築が目的の開発行為

で１，０００㎡以上の規模のものですか？ 

はい いいえ 

いいえ 

届出不要 

はい 

いいえ はい 

開
発
・建
築
等
行
為
の
計
画 

事
前
相
談
(
随
時
実
施
) 

届
出
の
必
要
性
の
確
認 

届
出
の
作
成
・提
出 

※ 

必
要
に
応
じ
て
勧
告 

届
出
の
副
本
を
返
却 

開
発
許
可
申
請
・ 

建
築
確
認
申
請
等
の
手
続
き 

開
発
・建
築
等
行
為
の
着
手 

届出必要 

届出不要 

着手の３０日前までに届出 
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■誘導施設に関する届出の要否  

 
■誘導施設の休止・廃止に関する届出の要否 

 
  

誘導施設に該当しますか？ ※P３－２、３－３参照 

該当する都市機能誘導区域に位置付けられて

いる誘導施設ですか？ ※P３－２、３－３参照 

届出が必要 
※行為に着手する 30 日前まで ※P３－５参照 

はい いいえ 

いいえ 

届出不要 

はい 

いいえ はい 

誘導施設に該当しますか？ ※P３－２、３－３参照 

該当する都市機能誘導区域に位置付けられて

いる誘導施設ですか？ ※P３－２、３－３参照 

届出が必要 
※行為に着手する 30 日前まで ※P３－５参照 

都市機能誘導区域内に立地していますか？ ※P３－６、３－７参照 

はい いいえ 

はい 

届出不要 

いいえ 

はい いいえ 
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２－１ 届出の対象区域 

届出が必要となる区域は、都市計画区域内における居住機能誘導区域外の区域です。都市計

画区域外（三瀬村・富士町等）は立地適正化計画の対象区域外となるため、届出の対象外とな

ります。  
 
２－２ 届出の対象となる行為 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

  

開発行為 
①３戸以上の住宅の建築目的の開発行為 

②１戸または２戸の住宅の建築目的の開発行為で、１，０００㎡以上の規模
のもの 

建築等行為 
①３戸以上の住宅を新築しようとする場合 

②建築物を増改築し、または建築物の用途を変更して３戸以上の住宅とす
る場合 
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【届出の対象となる行為の例】 

 

開発行為 ◆３⼾以上の住宅の建築⽬的の開発⾏為 

(例)３戸の開発行為            (例)６戸の開発行為 

 

 

 

 

 

◆1⼾または２⼾の住宅の建築⽬的の開発⾏為で、 

１，０００㎡以上の規模のもの 

（例）１，４００㎡、1⼾の開発⾏為（例）９００㎡、2⼾の開発⾏為 

 

 

 

 

 

建築等行為 ◆3⼾以上の住宅を新築しようとする場合 

（例）3⼾の建築等⾏為             （例）６⼾の建築等⾏為 
 

 

 

 

 

 

◆建築物を増改築し、または建築物の⽤途を変更して 3⼾以上の住
宅とする場合 

（例）1⼾の建築等⾏為 

 

 

 

 

 
  

届出必要 届出必要 

届出必要 届出不要 

届出必要 届出必要 

届出不要 
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２－３ 届出を要しない行為 
下記の建築（新築、用途変更等）を目的とする開発、建築等行為については、届出の必要はあり

ません（都市再生特別措置法施行令第 34 条）。 

●仮設の住宅 

●農林漁業を営む者の用に供するもの 

 
２－４ 届出の留意点 
   ●開発区域が居住誘導区域の境界にまたがる場合 

 
開発区域全体が、居住誘導区域内外にまたがる場合は、誘導区域外の部分の状況に

より異なります。区域外の部分が届出要件を満たしているか否かで判断をすることとな

ります。(建築物の配置ではなく、敷地で判定します。) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

※三瀬村・富士町等の都市計画区域外については届出の対象外となります 
 
 
 
 
 
 

立地適正化計画区域（都市計画区域） 

居住誘導区域 

届出不要 

届出必要 

届出必要 届出不要 
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２－５ 届出の書類 

届出は以下の区分により所定の届出様式に添付書類を添えて２部提出してください。 

 

区分 【提出書類】 

開発行為 

・届出書（様式第１０）⇒記載例は P４－１参照 

・当該行為を行う土地の区域と周辺の公共施設を表示する図面 

（開発区域位置図） ※縮尺 1/1,000 以上 

・設計図 

（土地利用計画図または造成計画平面図） 

※縮尺 1/100 以上（やむを得ない場合は、1/600 以上） 

・求積図または丈量図 

建築等行為 

・届出書（様式第１１）⇒記載例は P４－２参照 

・敷地内における建築物の位置を表示する図面（建物配置図）  

 ※縮尺 1/100 以上（やむを得ない場合は、1/600 以上） 

・２面以上の立面図 

 ※縮尺 1/50 以上（やむを得ない場合は、1/200 以上） 

・各階平面図 

 ※縮尺 1/50 以上（やむを得ない場合は、1/200 以上） 

・付近見取図、求積図または丈量図、全部事項証明書、 

不動産登記法第１４条地図 

※不動産登記法第１４条地図の無い申請地については、法務

局の発行する不動産登記法第１４条地図に準ずる図面でも

構いません。 

届出内容の 

変更 
・届出書（様式第１２）⇒記載例は P４－３参照 

・変更となる図面等 

※各様式は市ホームページからダウンロードできます。

（https://www.city.saga.lg.jp/main/95203.html） 

※届出に係る事項（添付書類の内容を含む）に変更が生じた場合には、変更に係る行為に 

着手にする３０日前までに所定の様式により届出をお願いします。 

※届出手続きを代理人に委任する場合は、委任状（任意様式）を添付してください。 
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２－６ 居住誘導区域 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
２－７ その他の留意事項 

◆届出をしないで、または虚偽の届出をして、開発行為・建築等行為を行った場合、都市再生特

別措置法第１３０条の規定に基づき３０万円以下の罰金に処せられることがあります。  

◆届出義務に関する規定は、宅地建物取引業法第３５条「重要事項の説明等」の対象になり 

ます。 

◆届出に係る⾏為が住宅の⽴地の誘導を図る上で⽀障（特に居住誘導区域から離れた地域

で住宅開発を行おうとする場合や、土砂災害特別警戒区域等に係る届出があった場合など）

があると認められる時には、届出に係る事項について市長が届出をした者に対して勧告を⾏

う場合があります。 

※詳細な区域は都市政策課の窓口や、「ぐるっとさがナビ（https://www2.wagmap.jp/saga/Portal）」 

でご確認ください 
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３－１ 届出の対象区域 

●施設の新設・増改築・用途変更を行う場合 
届出が必要となる区域は、都市計画区域内における都市機能誘導区域外の区域です。都市計

画区域外（三瀬村・富士町等）は立地適正化計画の対象区域外となるため、届出の対象外とな

ります。 

●施設の休止・廃止を行う場合 

届出が必要となる区域は、都市機能誘導区域内の区域です。  
 
３－２ 届出の対象となる行為 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
３－３ 届出を要しない行為 

仮設の誘導施設の建築目的とする開発行為、建築等行為については、届出の必要はありません

（都市再生特別措置法施行令第４４条）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３ 誘導施設の開発・建築等行為における届出及び休止・廃止届 
  （都市再生特別措置法第１０８条、第１０８条の２） 

開発行為 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合 

建築等行為 

①誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合 

②建築物を増改築し、誘導施設を有する建築物とする場合 

③建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合 

誘導施設の 

休止・廃止 
誘導施設を休止または廃止しようとする場合 
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３－４ 都市機能誘導区域ごとの誘導施設（届出の対象となる施設） 
都市機能誘導区域における誘導施設は、次のとおりです。都市機能誘導区域ごとに誘導施設を

設定しているため、届出の対象となる施設は異なります。 

例えば、「文化・芸術施設」は佐賀駅周辺拠点都市機能誘導区域の誘導施設に設定しています

が、諸富・大和地域拠点都市機能誘導区域には設定していないため、諸富・大和周辺で「文化・芸

術施設」が立地する場合は届出が必要となります。また、休廃止についても同様の考え方で、都市

機能誘導区域ごとに届出の対象となる施設は異なります。 

※下表、佐賀駅周辺拠点都市機能誘導区域は「佐賀駅」、諸富地域拠点都市機能誘導区域は「諸富」、 
大和地域拠点都市機能誘導区域は「大和」と表記 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

区分 誘導施設 誘導施設の定義 
誘導施設の設定 

佐賀駅 諸富 大和 

行政 
機能 

市役所本庁舎 

地方自治法第４条第１項に規
定する施設であって、佐賀市役
所の位置を定める条例に規定
する施設 

○   

市役所支所 
地方自治法第 155 条第１項に
規定する施設であって、佐賀市
支所設置条例に規定する施設 

 ○  

介護 
福祉 
機能 

広域連合事務局 

地方自治法第 138 条第２項に
規定する施設であって、佐賀中
部広域連合議会事務局設置条
例に規定する施設 

○   

保健福祉会館等 

佐賀市保健福祉会館条例に規
定する施設及び地域保健法第
５条第１項に規定する施設であ
って、佐賀県保健福祉事務所設
置条例第２条第２項に規定する
施設 

○   

地域包括支援センター 
(おたっしゃ本舗） 

介護保険法第１１５条の４６第２
項に規定する施設であって、佐
賀中部広域連合包括的支援事
業の実施に関する基準を定め
る条例に規定する施設のうち、
本部機能を有する施設 

○   

子育て 
機能 中央児童センター 

児童福祉法第 35 条第３項及
び地方自治法第 244 条第１項
に規定する施設であって、佐賀
市児童館条例第２条に規定す
る施設のうち、中央機能を有す
る施設 

○   

商業 
機能 

百貨店 
大規模小売店舗立地法第２条
第２項に規定する店舗面積 
10,000 ㎡以上の商業施設 

○   

食品スーパー 

小売店舗のうち、生活に必要な
飲食料品や生鮮食料品を取り
扱う売り場面積 250 ㎡以上の
店舗（コンビニエンスストア・ド
ラッグストアを除く） 

○ ○ ○ 
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区分 誘導施設 誘導施設の定義 
誘導施設の設定 

佐賀駅 諸富 大和 

医療 
機能 

地域医療支援病院 

医療法第４条に規定する施設
で、地域医療の確保を図る病
院として都道府県知事が個別
に承認した施設 

○   

一般病院 

医療法第１条の５第１項に規定
する施設で、２０人以上の患者
を入院させるための施設を有
する病院 

○ ○ ○ 

金融 
機能 

銀行、農協、信用金庫
（本店） 

銀行法第２条に規定する銀行、
農水産業協同組合貯金保険
法第２条第４項第１号に規定す
る信用事業、信用金庫法に規
定する信用金庫を行う施設 

○   

銀行、農協、信用金庫
（支店） 

○ ○ ○ 

郵便局（中央） 
日本郵便株式会社法第２条第
４項に規定する施設のうち、中
央機能を有する施設 

○   

教育・ 
文化 
機能 

文化・芸術施設 

SAGA サンライズパーク条例
第３条に規定する施設のうちの
アリーナ、佐賀県立生涯学習セ
ンター及び佐賀県立男女共同
参画センター設置条例に規定
する施設、佐賀市市民活動プラ
ザ条例に規定する施設、佐賀
市文化交流プラザ条例に規定
する施設、佐賀市文化会館条
例に規定する施設等、多様な
市民活動を支援し、市民活動
の推進を図る施設 

○   

図書館（本館） 

図書館法第２条第２項に規定
する施設であって、佐賀市図書
館条例第２条第１項に規定する
施設及び佐賀県立図書館設
置条例第１条に規定する施設 

○   

図書館（分館） 

図書館法第２条第２項に規定
する施設であって、佐賀市図書
館条例第２条第２項に規定する
施設のうちの分館及び分室 

 ○  

体育館 

社会教育法第５条第４号に規
定する施設のうち、社会教育調
査規則第３条第１３号に規定す
る施設で、屋内で運動競技を
するための施設（学校に設置さ
れた施設は除く） 

○ ○  

博物館・美術館 

博物館法第２条第２項に規定
する施設、佐賀市歴史民俗館
条例第２条に規定する施設、佐
賀バルーンミュージアム条例に
規定する施設等、後世に歴史
や文化を伝える施設 

○   

高等教育機関 
（大学） 

学校教育法第１条に規定する
施設 

○   
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３－５ 届出の留意点 
●開発区域が都市機能誘導区域の境界にまたがる場合 

 
開発・建築等行為を行う場合：開発区域全体が都市機能誘導区域外となる場合のみ届出が

必要です。開発区域の一部が都市機能誘導区域外の場合は 

届出の必要はありません。(建築物の配置ではなく、敷地で判

定します。) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

休廃止する場合：誘導施設が立地する敷地全体が都市機能誘導区域外となる場合のみ届 

出の必要はありません。敷地の一部が都市機能誘導区域外の場合は届

出が必要です。 

  

 
  

都市機能誘導区域 

届出不要 

立地適正化計画区域（都市計画区域） 

居住誘導区域 

届出必要 届出不要 

 
  

都市機能誘導区域 

届出必要 

立地適正化計画区域（都市計画区域） 

居住誘導区域 

届出不要 届出必要 
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３－６ 届出の書類等 
届出は以下の区分により所定の届出様式に添付書類を添えて２部提出してください。 

区分 【提出書類】 

開発行為 

・届出書（様式第１８）⇒記載例は P４－４参照 

・当該行為を行う土地の区域と周辺の公共施設を表示する図面 

（開発区域位置図） ※縮尺 1/1,000 以上 

・設計図 

（土地利用計画図または造成計画平面図） 

※縮尺 1/100 以上（やむを得ない場合は、1/600 以上） 

・求積図または丈量図 

建築等行為 

・届出書（様式第１９）⇒記載例は P４－５参照 

・敷地内における建築物の位置を表示する図面 

（建物配置図）  

※縮尺 1/100 以上（やむを得ない場合は、1/600 以上） 

・２面以上の立面図 

 ※縮尺 1/50 以上（やむを得ない場合は、1/200 以上） 

・各階平面図 

 ※縮尺 1/50 以上（やむを得ない場合は、1/200 以上） 

・付近見取図、求積図または丈量図、全部事項証明書、 

不動産登記法１４条地図 

※不動産登記法第１４条地図のない申請地については、法務局の発行

する不動産登記法第１４条地図に準ずる図面でも構いません。 

届出内容の 

変更 

・届出書（様式第２０）⇒記載例は P４－６参照 

・変更となる図面等 

休止・廃止 ・届出書（様式第２１）⇒記載例は P４－７参照 

※各様式は市ホームページからダウンロードできます。

（https://www.city.saga.lg.jp/main/95203.html） 

※届出に係る事項（添付図書の内容を含む）に変更が生じた場合には、変更に係る行為に 着

手する３０日前までに所定の様式により届出をお願いします。 

※誘導施設の休止・廃止についても、誘導施設を休止・廃止しようとする３０日前までに届出が必

要となります。 

※届出手続きを代理人に委任する場合は、委任状（任意様式）を添付してください。 
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３－７ 都市機能誘導区域 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

佐賀駅周辺拠点都市機能誘導区域 

※詳細な区域は都市政策課の窓口や、「ぐるっとさがナビ

（https://www2.wagmap.jp/saga/Portal）」でご確認ください 
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※詳細な区域は都市政策課の窓口や、「ぐるっとさがナビ

（https://www2.wagmap.jp/saga/Portal）」でご確認ください 

諸富地域拠点 
都市機能誘導区域 

諸富支所前 
停留所 

大和地域拠点 
都市機能誘導区域 

尼寺停留所 
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３－８ その他の留意事項 
◆届出をしないで、または虚偽の届出をして、開発行為・建築等行為を行った場合、都市再生特別措置

法第１３０条の規定に基づき３０万円以下の罰金に処せられることがあります。  

◆届出義務に関する規定は、宅地建物取引業法第３５条「重要事項の説明等」の対象になります。 

◆届出に係る⾏為が誘導施設の⽴地の誘導を図る上で⽀障（例えば、 都市機能誘導区域外で新た

に医療施設、福祉施設又は商業施設が建設されることによって、都市機能誘導区域内にそうした施

設の立地を誘導するのに支障を来す場合など）があると認められる時には、届出に係る事項について

市長が届出をした者に対して勧告を⾏う場合があります。 

◆休⽌または廃⽌しようとする誘導施設を有する建築物を有効に活用する必要があると市が認めた場

合、市長が届出をした者に対して、建築物の存置、その他必要な助言または勧告を⾏う場合がありま

す。 
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様式第 10（都市再生特別措置法施行規則第 35 条第 1 項第 1 号関係） 

 

開発行為届出書 

 

  

都市再生特別措置法第 88 条第 1 項の規定に基づき、開発行為について、下記により届け出ま

す。 

 

令和○年○○月○○日 

 佐賀市長あて 

                  届出者 住所 佐賀市○○○○ 

                         株式会社○○○○ 

                      氏名 代表取締役社長 ○○ ○○   

 

開 

発 

行 

為 

の 
概 
要 

１ 開発区域に含まれる地域の名称 佐賀市○○町○―○○ 

２ 開発区域の面積     2,000 平方メートル 

３ 住宅等の用途 共同住宅 

４ 工事の着手予定年月日 令和○年○○月○○日 

５ 工事の完了予定年月日 令和○年○○月○○日 

６ その他必要な事項 
（住宅区画数）○○区画 

（住 宅 戸 数）○○戸 

注 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。 

 

 

 

届出日を記入 
（工事着手の 30 日前まで） 

住宅用区画数や住宅の戸
数等を記載 
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様式第 11（都市再生特別措置法施行規則第 35 条第 1 項第 2 号関係） 

 

住宅等を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して住宅等とする行為の届出書 

 

 都市再生特別措置法第 88 条第 1項の規定に基づき、 

  ☑住宅等の新築 

  □建築物を改築して住宅等とする行為      について、下記により届け出ます。 

  □建築物の用途を変更して住宅等とする行為 

令和○年○○月○○日 

 佐賀市長あて 

                  届出者 住所 佐賀市○○○○ 

                         株式会社○○○○ 

                      氏名 代表取締役社長 ○○ ○○   

 

１ 住宅等を新築しようとする土地又は

改築若しくは用途の変更をしようとす

る建築物の存する土地の所在、地番、地

目及び面積 

（所在・地番）佐賀市○○町○○丁目１番地 

（地   目）宅地 

（面   積）2,000 平方メートル 

２ 新築しようとする住宅等又は改築若

しくは用途の変更後の住宅等の用途 
住宅等の用途：共同住宅（   戸） 

３ 改築又は用途の変更をしようとする

場合は既存の建築物の用途 

  

４ その他必要な事項 

（着手予定）     令和○年○○月○○日 

（完了予定）     令和○年○○月○○日 

（棟数戸数）     ○棟○戸 

注 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。 

 

 

 

 

 

該当する箇所に
☑を記入 

届出日を記入 
（工事着手の 30 日前まで） 

改築又は用途の変更をしようとする場合、建
築基準法施行規則別記様式の主要用途を記載 
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様式第 12（都市再生特別措置法施行規則第 38 条第 1 項関係） 

 

行為の変更届出書 

 

       令和○年○○月○○日 

 

 佐賀市長あて 

                  届出者 住所 佐賀市○○○○ 

                         株式会社○○○○ 

                      氏名 代表取締役社長 ○○ ○○   

 

 都市再生特別措置法第 88 条第 2項の規定に基づき、届出事項の変更について、下記により届け出

ます。 

 

記 

１ 当初の届出年月日：  令和○年○○月○○日 

２ 変更の内容： 

面積の変更○○㎡→○○㎡ 

 

 

３ 変更部分に係る行為の着手予定日：   令和○年○○月○○日 

４ 変更部分に係る行為の完了予定日：   令和○年○○月○○日 

 

注１ 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。 

２ 変更の内容は、変更前及び変更後の内容を対照させて記載すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第 10 もしくは 
様式第 11 の届出日を記載 

届出日を記入 
（工事着手の 30 日前まで） 
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様式第 18（都市再生特別措置法施行規則第 52 条第 1 項第 1 号関係） 

 

開発行為届出書 

  

都市再生特別措置法第 108 条第 1項の規定に基づき、開発行為について、下記により届け出

ます。 

 

令和○年○○月○○日 

 佐賀市長あて 

                  届出者 住所 佐賀市○○○○ 

                         株式会社○○○○ 

                      氏名 代表取締役社長 ○○ ○○   

 

開 

発 

行 

為 

の 

概 

要 

１ 開発区域に含まれる地域の名称 佐賀市○○町○―○○ 

２ 開発区域の面積     5,000 平方メートル 

３ 建築物の用途 食品スーパー 

４ 工事の着手予定年月日 令和○年○○月○○日 

５ 工事の完了予定年月日 令和○年○○月○○日 

６ その他必要な事項 
（建物名称）   ○○○○ 

（床面積）    3,000 平方メートル 

注 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。 

 

 

 

 

届出日を記入 
（工事着手の 30 日前まで） 

建築物の用途以外の情報
（床面積）等を記載 
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様式第 19（都市再生特別措置法施行規則第 52 条第 1 項第 2 号関係） 

 

誘導施設を有する建築物を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して誘導施設

を有する建築物とする行為の届出書 

 都市再生特別措置法第 108 条第 1 項の規定に基づき、 

  ☑誘導施設を有する建築物の新築 

 □建築物を改築して誘導施設を有する建築物とする行為 

  □建築物の用途を変更して誘導施設を有する建築物とする行為 

について、下記により届け出ます。 

令和○年○○月○○日 

 佐賀市長あて 

                  届出者 住所 佐賀市○○○○ 

                         株式会社○○○○ 

                      氏名 代表取締役社長 ○○ ○○   

 

１ 建築物を新築しようとする土地又は

改築若しくは用途の変更をしようとす

る建築物の存する土地の所在、地番、地

目及び面積 

（所在・地番）佐賀市○○町○○丁目１番地 

（地   目）宅地 

（面   積）2,000 平方メートル 

２ 新築しようとする建築物又は改築若

しくは用途の変更後の建築物の用途 
食品スーパー 

３ 改築又は用途の変更をしようとする

場合は既存の建築物の用途 
 

４ その他必要な事項 

（建物名称）○○○ 

（延床面積）       2,500 平方メートル 

（着手予定）      令和○年○○月○○日 

（完了予定）      令和○年○○月○○日 

注 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。 

 

 

 

 

 

 

該当する箇所に
☑を記入 

届出日を記入 
（工事着手の 30 日前まで） 

工事の着手・完了
予定日等を記載 
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様式第 20（都市再生特別措置法施行規則第 55 条第 1 項関係） 

 

行為の変更届出書 

 

    令和○年○○月○○日 

 

 佐賀市長あて 

                  届出者 住所 佐賀市○○○○ 

                         株式会社○○○○ 

                      氏名 代表取締役社長 ○○ ○○   

 

 都市再生特別措置法第 108 条第 2 項の規定に基づき、届出事項の変更について、下記により届け

出ます。 

 

記 

１ 当初の届出年月日：  令和○年○○月○○日 

２ 変更の内容：  

面積の変更○○㎡→○○㎡ 

 

 

３ 変更部分に係る行為の着手予定日：   令和○年○○月○○日 

４ 変更部分に係る行為の完了予定日：   令和○年○○月○○日 

 

注１ 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。 

２ 変更の内容は、変更前及び変更後の内容を対照させて記載すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第 18 もしくは 
様式第 19 の届出日を記載 

届出日を記入 
（工事着手の 30 日前まで） 
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様式第 21（都市再生特別措置法施行規則第 55 条の２関係） 

 

誘導施設の休廃止届出書 

 

      令和○年○○月○○日 

 

 佐賀市長あて 

                  届出者 住所 佐賀市○○○○ 

                         株式会社○○○○ 

                      氏名 代表取締役社長 ○○ ○○   

 

 都市再生特別措置法第 108 条の 2 第 1 項の規定に基づき、誘導施設の（休止・廃止）について、

下記により届け出ます。 

 

記 

１ 休止（廃止）しようとする誘導施設の名称、用途及び所在地 

  名称：○○スーパー 

  用途：食品スーパー 

  所在地：佐賀市○○町○―○ 

 

２ 休止（廃止）しようとする年月日：   令和○年○○月○○日 

３ 休止しようとする場合にあっては、その期間 

 

４ 休止（廃止）に伴う措置 

（１）休止（廃止）後に誘導施設を有する建築物を使用する予定がある場合、予定される当該建

築物の用途 

   ・一般病院 

 

（２）休止（廃止）後に誘導施設を有する建築物を使用する予定がない場合、当該建築物の存置

に関する事項 

除却予定時期 ：   令和○年○○月○○日 ～   令和○年○○月○○日 
 
 

注１ 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。 

２ ４（２）欄には、当該建築物を存置する予定がある場合は存置のために必要な管理その他の事項につい

て、当該建築物を存置する予定がない場合は当該建築物の除却の予定時期その他の事項について記入する

こと。 

 

 

届出日を記入 
（休廃止の 30 日前まで） 

いずれかに丸をつける 
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５－１ 届出制度の趣旨について 

Q１ 届出制度とは何ですか？ 

A 佐賀市立地適正化計画に設定した居住誘導区域及び都市機能誘導区域の区域外で一定規模 

以上の開発行為や誘導施設の建築等行為を行う場合は、届出が義務付けられています。（都市再

生特別措置法第８８条、第１０８条、第１０８条の２） 

Q2 届出制度の目的は？ 

A 居住誘導区域外における住宅開発等の動向や都市機能誘導区域外における誘導施設の整備等

の動向を把握するとともに、立地適正化計画で設定した本市のまちづくりの方向性を市民・事業者

の方に周知する機会として活用するものです。 

５－２ 届出の対象となる区域について 
Q３ 届出が必要となるのはどの区域ですか？ 

A  下表の区域が対象になります。 

届出が必要となる場所 

 

届出が必要となる行為 

居住誘導区域内 居住誘導区域 

及び都市機能 

誘導区域外 

都市機能 

誘導区域内 

都市機能 

誘導区域外 

住
宅 

開発行為 

３戸以上の住宅の建築を目的

とする開発行為 

不要 不要 必要 １戸又は２戸の住宅の建築を

目的とする開発行為で 1,000

㎡以上の規模のもの 

建築等行為 

３戸以上の住宅を新築しようと

する場合 

不要 不要 必要 建築物を改築し、又は建築物

の用途を変更して３戸以上の

住宅とする場合 

誘
導
施
設 

開発行為 

誘導施設を有する建築物の建

築目的の開発行為を行おうと

する場合 

不要 必要 必要 

建築等行為 

誘導施設を有する建築物を新

築しようとする場合 
不要 必要 必要 

建築物の用途を変更し、誘導

施設を有する建築物とする場

合 

不要 必要 必要 

建築物を改築し、または建築

物の用途を変更して誘導施設

とする場合 

不要 必要 必要 

休廃止 
誘導施設を休止・廃止しようと

する場合 
必要 不要 不要 
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Q４ 誘導区域はどこで確認ができますか？ 

A  都市政策課の窓口や市ホームページに掲載の「佐賀市立地適正化計画」でご確認いただけます。 

また、インターネット閲覧サービスの「ぐるっとさがナビ（https://www2.wagmap.jp/saga/Portal）」 

についても今後対応を予定しています。 

区域の詳細等については都市政策課へお問い合わせください。（連絡先：0952-40-7163） 

Q５ 届出対象となる行為が誘導区域の内外にまたがる場合、届出の対象となりますか？ 

A  届出対象となる行為を行おうとする区域・敷地が誘導区域内外にまたがる場合は、区域外の部分

について届出要件を満たすか否かで判断することとなります。詳細については都市政策課へお問

い合わせください。 

 
５－３ 届出の対象となる行為について 

Q６ 開発行為、建築等行為とはどのようなものですか？ 

Ａ 開発行為とは、建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。（都市

計画法第４条第１２項） 

    ≪土地の区画形質の変更≫ 

     ☞盛土又は切土を行う造成で土地の形状を変更すること 
     ☞農地などの宅地以外の土地を宅地に変更すること 

建築等行為とは、建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転する行為及び建築物の用途を変更す 

る行為です。（建築基準法第２条第１３号、第８７条） 

Q７ 開発行為の届出を行った場合でも、建築等行為時に届出は必要ですか？ 

Ａ 開発行為、建築等行為のそれぞれについて届出が必要です。 

Q８ 住宅や誘導施設を同じ場所に建て替える場合、届出が必要ですか？ 

Ａ その場所が居住誘導区域外または都市機能誘導区域外であるなど、届出が必要な区域 

であれば、同じ場所に建て替える場合でも届出が必要です。 

Q９ 届出の対象となる「住宅」とはどのようなものですか？ 

A 戸建て住宅、長屋、共同住宅（アパート・マンション等）、兼用住宅を指します。詳しくは、建築基準法

における住宅の取扱いを参考にしてください。 

Q１０ 戸建住宅を建築する場合で届出対象となるのはどのような場合ですか？ 

A  同じ建築主が同一開発区域内に３戸以上の住宅（建売住宅等）を建築する場合には届出が必要

になります。 

Q１１ 都市再生特別措置法第８８条における「その他人の居住の用に供する建築物のうち市町村の条

例で定めるもの」とは何ですか？ 

A  現在、本市では条例化していません。 

Q１２ 分譲宅地を目的とする開発行為も届出が必要ですか？ 

A  以下に該当するものは必要となります。 

①３区画（３戸分）以上の宅地の開発行為 

②１区画（１戸分）又は２区画（２戸分） の宅地の開発行為で、その規模が１，０００㎡以上のもの。 
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Q１３ ３戸以上の既存住宅を改築し、３戸以上の住宅とした場合、届出が必要ですか？ 

A  改築や用途の変更をした後の建築物が３戸以上の住宅となれば届出の対象となります。 

Q１４ ３戸の建売住宅を同時期に着手する予定ですが、届出の対象となりますか？ 

A  届出者及び着手日が同一で、同一開発区域内に建築する場合は、届出が必要です。  

Q１５ ３戸の建売住宅の着手が同時期ではないですが、届出の対象となりますか？ 

A  各戸の着手が同一出ない場合は、届出の対象外となります。 

Q１６ サービス付き高齢者住宅や社宅についても届出の対象となりますか？ 

A  実態に応じて、建築基準法上の共同住宅にあたる場合は、住宅として取扱います。 

Q１７ 誘導施設とは何ですか？ 

A  医療・福祉・商業施設などの生活に必要となる施設で、都市機能誘導区域ごとに指定しています。

※詳細は、「佐賀市立地適正化計画届出の手引きＰ３－２、３－３」をご覧ください。 

Q１８ 都市機能誘導区域内であれば、誘導施設の届出は不要となるのですか？ 

A  届出が不要となるのは、それぞれの都市機能誘導区域内において定めた誘導施設である場合に

限ります。 

例えば、諸富地域拠点の都市機能誘導区域内で百貨店を建築等しようとする場合には届出が

必要となります。（※百貨店は、諸富地域拠点の都市機能誘導区域の誘導施設ではないため） 

Q１９ 都市機能誘導区域外には誘導施設に位置付けられた施設は立地できなくなりますか？ 

A  都市機能誘導区域外に誘導施設を立地する場合は、届出の対象となりますが、建築そのものが

規制されるものではありません。 

Q２０ 誘導施設に定められていない施設は届出の対象になりますか？ 

A  「佐賀市立地適正化計画届出の手引きＰ３－２、３－３」で示す誘導施設以外は、区域を問わず届

出は不要です。例えば売場面積が２５０㎡に満たない食品スーパーについては、都市機能誘導

区域の内外を問わず届出は不要です。 

Q２１ １つの建築物で複数の誘導施設を有する場合は、それぞれ届出が必要ですか？ 

A  誘導施設が１つの建築物に集約されている場合は、１つの届出で構いません。 

Q２２ 一部に誘導施設を含む複合施設は届出の対象となりますか？ 

A  一部でも誘導施設を有する場合は届出の対象となります。なお、建物内に複数の誘導施設を有

する場合は、届出は１つで構いません。ただし、届出書の「建築物の用途」の欄に届出対象となる

すべての誘導施設名の記載をお願いします。 

Q２３ 都市機能誘導区域内において、５００㎡の食品スーパーが改修で 2００㎡になる場合、届出は必

要ですか？ 

A  誘導施設ではなくなるので、廃止届の提出が必要です。 

Q２４ 誘導施設が都市機能誘導区域内の別の場所へ移転する場合にも届出は必要ですか？ 

A  休廃止届の提出が必要です。本届出は、誘導施設の立地状況や誘導施設を有する建築物の状

況を把握し、都市機能の誘導を推進するための制度となりますので、休廃止届の提出をお願い

します。 

Q２５ 休止と廃止の違いは何ですか？ 

A  施設の再開の意思がある場合は休止、意思がない場合は廃止となります。 
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Q２６ 休止の届出が必要となる休止期間はどのくらいですか。また、施設の建て替えや改装等で休止す

る場合にも届出が必要ですか？ 

A  休止する場合の休止期間について法令等の定めはありませんが、目安として３か月以上休業す

る場合は、休止届の提出をお願いします。また、施設の建て替えや改装等で休業する場合も同様

の手続きをお願いします。 

Q２７ 誘導施設を廃止（休止）し、別事業者が同じ用途で建築物（敷地）を使用する場合にも届出が 

必要ですか？ 

A  届出は必要です。届出書に休廃止後の建築物の使用予定を記載する項目がありますので、休廃 

止後の使用について決まっている場合は記載してください。 

Q２８ 仮設建築物でも届出の対象となりますか？ 

A  仮設建築物は届出の対象になりません。期間限定の催し物等において一時的に誘導施設の用

途となる場合も対象となりません。仮設のための開発行為も同様です。 

 

５－４ 届出の期日について 

Q２９ いつから着手する行為が対象ですか？ 

A  令和６年４月１日以降に着手する場合は届出の対象となります。 

Q３０ 「着手」とは？ 

A  建築物の新築、増改築等については建築物本体の基礎コンクリート工事（捨コンなど）、開発行

為については造成工事（切土・盛土） となります。 

なお、以下の行為は着手に該当しません。 

・既存建築物の撤去・地盤調査の掘削・ボーリング調査・地鎮祭・現場の整地（粗造成） 

・現場の仮囲い・現場事務所の建設・資材の搬入など 

Q３１ 令和６年４月１日に工事に着手する予定ですが、届出は必要ですか？ 

A  必要です。制度開始日（令和６年４月１日）以降に着手する開発行為、建築等行為、用途の変更

は、届出の対象となります。 

Q３２ 令和６年４月１日に工事に着手する場合は、令和６年４月１日に届出をすればよいですか？ 

A  原則３０日前までの届出が必要となりますが、制度開始前であるため、提出時期等について、お

早めに都市政策課にご相談ください。 

Q３３ 開発許可申請や確認申請の提出との前後関係はどのように考えればよいですか？ 

A  法令上、前後関係の定めはありませんが、届出の主旨が立地の誘導であることから、開発許可申

請や建築確認申請に先立つ届出をお願いします。 

Q３４ 届出に係る事項に変更が生じた場合はどのようにすればよいですか？ 

A  変更に係る行為に着手する３０日前までに、所定の様式により届出を行ってください。 

Q３５ 面積等の軽微な変更であっても変更の届出が必要ですか？ 

A  記載誤り以外は、変更届の提出をお願いします。
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５－５ 提出書類について 

Q３６ 届出は何部必要ですか？ 

A  都市政策課への持参又は郵送で２部提出してください。 

Q３７ 届出後、市から通知等はありますか？ 

A  受領後、1 週間程度で提出していただいた届出に受理印を押印したものを１部返却します。 

なお、郵送での返却にあたって、切手を貼付した返信用封筒も１部提出してください。 

Q３８ 届出書の様式はどこで手に入りますか？ 

A  市ホームページ（https://www.city.saga.lg.jp/main/95203.html）からダウンロードができます。 

また、都市政策課窓口でも配布しています。 

Q３９ 届出書の地目・面積は何に基づき記載すればよいのですか？ 

A  地目は、全部事項証明書により記載してください。面積は、実測（提出する求積図（道路後退部

は含まない））により記載してください。 

Q４０ 代理人による届出は可能ですか？ 

A  可能ですが、任意様式の委任状の提出が必要です。 

Q４１ 届出書は押印が必要ですか？ 

A  届出書及び委任状は押印不要です。 
 
５－６ その他全般について 

Q４２ 届出者はだれになりますか？ 

A  開発行為の場合は、開発行為者です。建築等行為の場合は、建築主です。代理人による届出は

委任状が必要です。 

Q４３ 届出をしなかった場合、罰則はありますか？ 

A  届出をしないで、又は虚偽の届出をして届出対象行為を行った場合は、３０万円以下の罰金に科

せられる場合があります。（都市再生特別措置法第１３０条）休止・廃止届に関する罰則はありま

せん。 

Q４４ この届出により、建築計画等の修正を求められることがありますか？ 

A  あくまで届出制度あり、必要な記載事項や添付書類等が揃っていれば原則として建築計画等の

修正を求めるものではありません。ただし、法の定めには「届出に係る行為が誘導区域内におけ

る誘導施設の立地の誘導を図る上で支障があると認めるときは（中略）必要な勧告をすることが

できる」とされており、必要な勧告をする場合があります。（都市再生特別措置法第８８条、第１０８

条、第１０８条の２） 

Q４５ この届出を行えば開発許可申請、建築確認申請は不要になりますか？ 

A  この届出は都市再生特別措置法に基づくものです。開発許可申請や建築確認申請など他の法

令に基づく手続きは従来通り別途必要です。 

Q４６ 今後、区域や誘導施設が変更となることがありますか？ 

A  本計画は概ね５年毎に定期的な見直しを予定しており、それに伴い届出の対象も変わることが考

えられます。また、上記以外にも緊急度の高い内容については必要に応じて見直しを行う予定で

す。 
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Q４７ 佐賀市の立地適正化計画について教えてください 

A  計画の内容については「佐賀市立地適正化計画」 

（市ホームページ（https://www.city.saga.lg.jp/main/95203.html））をご覧ください。 

Q４８ 届出については、重要事項として説明が必要ですか？ 

A  説明が必要です。宅地建物取引業者は、相手方等に対して宅地若しくは建物の売買等の契約が

成立するまでの間に説明をしなければならない法令上の制限として、都市再生特別措置法の規

定による居住誘導区域外及び都市機能誘導区域外における建築物等の届出義務が追加されま

した。（宅地建物取引業法第３５条第１項第２号：重要事項の説明等）届出義務を知らないで宅

地又は建物を購入等した者は、これらの届出をしない場合に罰則が科せられるなど、不測の損害

を被る可能性がある。このため、宅地建物取引において、宅地建物取引士は、取引の相手方に対

し都市機能誘導区域外及び居住誘導区域外における建築物等の届出義務についての説明が必

要となります。 
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